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1 ．はじめに

　山口（2017）では防衛への投資が資本蓄積や経済成長へ与える影響を考

察した。そこで本稿では、家計の行動として戦災の事前のリスク・マネジ

メントを主にミクロ経済学的な分析事例を検討する。リスク・マネジメン

トは例えば居住する住宅の耐災補強などによるリスク・コントロールの観

点が考えられる。本稿では、Ehrlich and Becker（1972）を参考に理論を

考察する。

2 ．災害補償の需要行動

　Ehrlich and Becker（1972）は、災害リスクに対処する方法として、市

場を通じた保険の購入（self─insurance）と被害が発生する確率を下げるよ

うな防災投資（self─protection）を考え、こうしたリスク・マネジメントに
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関する消費者の意思決定をモデル化している。

　本稿では戦災の発生を不確実な事象としてとらえ、その発生確率をπで

表し、災害が発生した状態を 1 、発生しない状態を 0 で表す。

　また、災害が発生した場合に得られる（災害補償による補償を受ける前

の）当初所得の水準を Ie
1 、発生しない場合に得られる所得の水準を Ie

0 で

表す。この災害によって予想される被害の大きさを L＝Ie
0 −I e

1 と表す。

　いま、消費者は災害の発生に先立って租税でもって発災被害の補償を積

み立てることが可能であり、租税負担で、災害発生時に補償を受け取れる

ものとする。

　s をこのような補償に対する需要量（災害発生時の純受取額）、t を従量的

な租税とすると、（当初の所得に補償による移転を加味した）それぞれの状態

における実現する所得水準は

 I  
0＝I e

0 −ts  （ 1 ）

 I  
1＝I e

1 ＋s  （ 2 ）

 I  
0−I e

0 ＝−t（I  
1−I e

1 ） （ 3 ）

　I 
0は発災しない場合の所得水準であり当初所得から補償分の支払を除い

た水準である。同様に I 
1は発災時の所得水準であり当初所得から補償受

取を加えた水準である。

　（ 3 ）式は、補償を通じた所得移転の関係を示しており、消費者は状態

0 における所得を t 単位減少させることで、所得を 1 単位増加させること

ができる。消費者の効用は実現する所得水準に依存して決まるとすると、

この消費者の期待効用は

 EU＝（1−π）U（I 
0）＋πU（I 

1）

 ＝（1−π）U（Ie
0 −ts）＋πU（Ie

1 ＋s） （ 4 ）

で表される。ここで、U（─）は消費者の効用関数であり、U′＞0 および

U′′＜0 を仮定する。U′′＜0 を仮定することより、危険回避的な消費者を
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想定する。このとき、最適な補償需要量は、（ 4 ）式を s について微分す

ることで、次の一階の条件を満たすように決まる。

 t（1−π）U′ 0＝πU′ 1  （ 5 ）

　以下では、最適な補償需要量が正になるような内点解を考え二階の条件

が満たされることを仮定する。

 D＝t2（1−π）U′′ 0＋πU′′ 1＜0  （ 6 ）

　発災時の補償を保険を参考に制度を組み立てるならば（ 5 ）式から、保

険数理的に公正な保険（actuarially fair insurance）に関して、次のような

結果が得られる。いま、競争的な災害保険市場を前提とすると、保険会社

の期待利潤は 0 となる。保険会社には、確率 1−π で t×s の保険料を受取

が生じ、確率πで s の純支払いが生じるから、（期待）ゼロ利潤条件は

 （1−π）ts＋πs＝0 （ 7 ）

で表される。（ 7 ）式のもとでの保険契約は、保険数理的に公正な保険と

呼ばれ、その価格は、発生確率πに依存して

 tf＝
π

（1−π） （ 8 ）

に決まる。（ 8 ）式を（ 5 ）式に代入すると、U′ 0＝U ′ 1  が得られる。これ

は、I 
0＝I  

1 と同値であるから、この保険の枠組みを参考に消費者は発災

の有無にかかわらず、実現する所得水準が同一になるような補償需要行動

をとることになる。

2.1　租税の影響

　前節で議論した消費者の合理的な補償需要行動を前提として、租税の変

化が需要に与える影響を考える。いま、所与の災害の発生確率 0 と当初の

所得水準 Ie
0 と I e

1 のもとでの最適な補償需要量を s* で表すことにすると、
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（ 5 ）式の一階の条件より、租税 t の変化が補償需要に与える影響は次式

で表される。

 ＝ ×（U′ 0−tsU′′ 0）
∂s*
∂t

（1−π）
D  （ 9 ）

　いま、（ 9 ）式の D については（ 6 ）式より負であり、定義より 1−π

＞0 である。効用関数についての仮定から（U′ 0−tsU ′′ 0）＞0 であるから、

（ 9 ）式は、租税が上昇することで、 ＜0 より最適な需要量は減少する

ことを示している。

　一方で、この補償に対して支払われる補償 ts* については、

 ＝s*＋t∂ts*
∂t

∂s*
∂t  （10）

 ＝ ×［t（1−π）U′ 0＋s*πU′′ 1 ］∂ts*
∂t

1
D  （11）

　カッコ内の第 1 項 t（1−π）U′ 0 は仮定により正であり、s*πU′′ 1  は負であ

る。

　租税 t の変化が補償の支払額に与える影響は、理論的には定かでない。

なぜなら、租税の上昇に伴って、補償に対する需要そのものは減少する

が、一方で、補償需要 1 単位当たりの補償の支払額は増加するからであ

る。

2.2　発生確率の影響

　一般に、災害リスクに対処するための補償積立行動は、租税のみなら

ず、災害の発生確率にも依存すると考えられる。そこで、災害の発生確率

πの変化が補償需要に与える影響を検討する。直観的には、災害のリスク

が高い（πが大きい）状況では、消費者の補償積立に対するインセンティ

ブは高まるように思われる。いま、競争的な市場において、租税が（ 8 ）

式のように決まっているものとすると、すでにみたように、最適化の一階

の条件は

∂s*
∂t
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 U′ 0＝U′ 1  （12）

　ここで、（12）式はπに依存しないので、補償需要は発災確率とは独立

に決まる。危険回避的な消費者は、災害リスクの水準にかかわらず、実現

する所得水準が同一になるよう行動するためと考えられる。

　より現実に近い想定として租税が保険数理的に公正な価格 tf に一定の乗

率を掛けた水準に決まるケースを考える。現実の保険は、事故発生の際の

補償や給付金の支払いに充当される部分に、事業を運営するために必要と

される費用を上乗せした形で決まっているケースが一般的なのでそれを参

考にすれば。この時の租税は

 t＝（1−λ）tf （13）

で表される。

　ここで、（13）式のλは保険の loading factor と呼ばれ、λ×tf は保険事

業を運営するための経費に充当される付加保険料を表している。

　この場合、一階の条件は

 （1−λ）U′ 0＝U′ 1  （14）

となり、補償需要は災害発生確率とは独立に決まることがわかる。したが

って、上で述べたような意味でリスクを反映した料率設定がなされている

場合には、保険料率を所与とすれば、災害発生確率は補償需要には影響を

与えない。

　これと対照的なケースとして、租税が発生確率とは全く独立に決定され

ているケースを考える。いま、（ 5 ）式の一階の条件をπについて微分す

ることで、

 ＝−∂s
∂π

tU′ 0
D  （15）

を得る。ここで、D については（ 6 ）式より負、U′ 0 は仮定により正の符
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号をとるため、この場合には、発生確率の上昇は補償需要を増加させるこ

とになる。

　このとき、租税は理論的には、競争的な補償市場（すなわち、補償数理

的に公正な災害補償）においては、リスク中立的な補償会社とリスク回避

的な消費者の間での最適なリスク・シェアリングが達成されることが知ら

れている。したがって、上記の結論は、災害補償市場の効率性に関して、

重要な実証分析上の仮説を提供している。すなわち、所与の補償料率のも

とで、補償需要が災害発生確率とは独立に決まっているとすれば、経済学

的にみて望ましいリスク・シェアリングが行われていることを示唆する。

2.3　所得水準の影響

　補償需要に対する所得効果を理論的に検討しよう。いま、災害が発生し

ない場合の当初の所得水準の変化について、一階の条件から次の関係が導

かれる。

 ＝−∂s
∂I e

0

t（1−π）U′′ 0
D  （16）

　（ 6 ）式の仮定と U′′＜0 より、（16）式は、Ie
0 の増加に伴って、補償需

要が増加することを示している。同様に、災害が発生した場合の当初の所

得水準 Ie
1 の変化については、

 ＝−∂s
∂I e

1

πU′′ 1
D  （17）

が得られる。Ie
0 の影響とは対照的に、（17）式は、Ie

1 の増加に伴って、補

償需要が減少することを示している。

　ただし、上記の影響を純粋な所得効果とみなすことに対しては、一定の

留保が必要である。いま、L＝Ie
0 −I e

1 とは災害による被害額を表していた

から、他の条件を一定とした場合の Ie
0 の増加（16）式は、純粋な所得増

加の影響だけでなく、災害発生時の被害が大きくなることの効果を併せて

みていることになる。逆に（17）式には、予想される被害額の減少による
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影響が含まれる。

　そこで、Ie
0 と I e

1 が同程度に増加するような、被害額を一定に保った事

業運営のための経費としては、契約の募集・維持管理、補償料の集金、損

害調査に要する費用などのほか、営業利益を含める場合もある。

　所得の変化を考えると、再び一階の条件から、次の関係が得られる。

 ＝ ×［t（1−π）U′′ 0−πU′′ 1］
∂s
∂I e

0 dI e
0 ＝dI e

1  

1
D  （18）

　いま、U′′ 0  と U′′ 1  はともに負の値をとるから、（18）式の符号は、一概に

定まらない。

　一階の条件を考慮すると、（18）式は、

 ＝ × −∂s
∂I e

0 dI e
0 ＝dI e

1  

πU′ 1
D

U′′ 0
U ′ 0

U ′′ 1
U ′ 1

 （19）

と書き直せるため

 − ＞−U′′ 0
U ′ 0

U ′′ 1
U ′ 1

 （20）

であれば ＞0 となる。

　いま、−  は絶対的危険回避度を表し、均衡における所得水準は I* 0
≥ I * 1を満たすので、（20）式の条件は、所得の増加に伴って、消費者がよ

り危険回避的になることを示しているが、このような場合、被害額を一定

に保った所得の上昇は、補償需要を高めることになる。

3 ．防衛投資行動

　これまでの理論的な分析においては、戦災そのものの発生とこれによる

被害の発生を同一のものと考え、発生確率πは外生的に与えられているこ

とを仮定した。しかしながら、消費者の期待効用水準は、戦災の発生その

ものに依存するのではなく、これに伴う被害の発生によって決まると考え

∂s
∂I e

0 dI e
0 ＝dI e

1  

U ′′ 
U ′ 
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るのが自然であるから、両者を分けて考える必要がある。

　戦災そのものの発生確率を人為的に変化させることはできないが、被害

が生じる確率については、さまざまな手段によって人為的に操作すること

が可能である。たとえば、住宅の耐災補強に対する投資は、戦災の発生確

率には影響を与えないが、被害が生じる確率を引き下げる効果を持つと考

えられる。本節では、防衛投資によって被害の発生確率が変化するような

状況を考え、このような投資行動に関する理論的な検討を行うとともに、

すでに議論した補償需要行動との関連をみていくことにしよう。

　以下では、戦災による被害の発生確率を、前節と同じ記号でπを使って

表すことにし、これは、戦災そのものの外生的発生確率 πe と防災のため

の投資額 i によって決まるとする。

 π＝π（πe, i） （21）

　ここでは、防衛投資によって被害の発生確率が低下する状況を考えるか

ら、 ＜0 を仮定する。また、外性的な災害発生確率 πe が高いほど、所

与の防衛投資のもとでの被害発生確率は上昇すると考えられるため、

＜0 を仮定する。

　まず、分析のベンチマークとして、戦災に対する補償が存在しないケー

スを考えよう。災害補償が提供されていない状況では、消費者の所得水準

は、当初の所得から防衛投資額を引いたものとして定義されるから、消費

者の期待効用関数は次のように表される。

 EU＝（1−π）U（Ie
0 −i）＋πU（Ie

1 −i） （22）

　なお、前節と同様、Ie
0 および Ie

1 は災害の発生時と未発生時の当初の所

得水準を表し、Ie
0 ＞I e

1 とする。

　このとき、防衛投資額 i についての一階の条件は

 −πi （U0−U1）＝（1−π）U′ 0−πU′ 1  （23）

∂π
∂i ∂π

∂πe
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　また二階の条件は以下の通りに仮定する。

 EU* ii＝−πii（U0−U1）＋2πi（U′ 0−U′ 1）＋（1−π）U′′ 0＋πU′′ 1＜0 （24）

となる。ここで、πi は被害の発生確率の防衛投資額 i についての偏微分を

表す。

　（23）式の左辺は、被害の発生確率が低下したことによる限界効用を右

辺は投資を増やしたことによる限界費用を表している。したがって、最適

な投資水準は両者を等しくするように決まることになる。

3.1　防衛投資の効率性

　いま、防衛投資の効率性が高まることは、最適な投資水準を引き上げる

効果を持つ、このことは、次のように確かめられる。防衛投資の効率性を

表すパラメータをβとし、

 πβ＝ ＜0∂π
∂β

 πiβ＝ ＜0∂2π
∂i∂β

を満たすものとしよう。いま、πβ＜0 は、所与の投資額のもとで、βが大

きくなることで被害の発生確率が低下することを示し、後者の πiβ＜0 は、

追加的な防衛投資による被害の発生確率の減少が絶対値でみて大きくなる

ことを示している。このとき、βの変化が最適な防衛投資額 i に与える影

響は、（23）式の一階の条件をβについて微分することで、

 ＝ ×［πiβ（U0−U1）−πβ（U′ 0−U′ 1）］∂i
∂β

1
EU *ii

 （25）

となる。いま、戦災発生時には所得水準が低下するため、効用関数の仮定

より U0＞U1 および U′ 0＜U ′ 1  が成立する。仮定より πiβ と πβ はいずれも

負であったから、（25）式の［─］内の符号は負となる。したがって、最適

化の二階の条件（EU*ii＜0）より、防衛投資の効率性の向上は投資を促進
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させることがわかる。

　上記の結果は、耐災改修などの防災対策への政策的な補助に適用すると

なる。いま、防衛投資の限界生産性が逓減する（πii＜0）ような状況で

は、防災対策への補償需要の給付は、消費者が実際に負担する防衛投資額

一単位当たりの効率性を上昇させる効果を持つ。したがって、金銭的な補

助によって、消費者の防災対策は促進されることになる。

3.2　防衛投資と補償との関係

　以下では、災害補償への積立機会が与えられている状況下での消費者の

防衛投資に関する意思決定を考える。これまでの議論から、この場合の消

費者の期待効用水準は

 EU＝（1−π）U（Ie
0 −ts−i）＋πU（Ie

0 ＋s−i） （26）

によって表される。ここで、租税がリスクを反映した形で設定されている

のであれば、防衛投資の水準は、被害の発生確率への影響を介して、間接

的に租税に影響を及ぼす。

　上記の想定のもとで、（26）式の s および i についての一階の条件は

 −（1−π）tU′ 0＋πU′ 1＝0

 −πi（U0−U1）−（1−π）U′ 0（tis＋1）−πU′ 1＝0 （27）

　ここで、ti は、追加的な防衛投資が租税に与える効果を表している。

　災害補償への積立機会が与えられている状況では、補償への積立によっ

て災害発生時の被害額が減少するために、消費者の防衛投資に対するイン

センティブが阻害されるかもしれない。この影響はモラル・ハザードとし

てとらえることができる。

　補償数理的に公正な補償を考える。このとき、合理的な消費者は災害の

発生の有無にかかわらず、同一の所得水準が達成されるような補償に積立

する。したがって、最適な補償積立行動の結果、主体的均衡においては
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U0＝U1 および U′ 0＝U′ 1  が成立する。また、（ 8 ）式の関係式より、追加的

な防衛投資がこの租税に与える影響は

 ti＝
πi

（1−π）2  （28）

となる。これらの条件を（27）式に代入することで、防衛投資に関する最

適化の一階の条件は

 πi＝−1−π
s*  （29）

となる。ここで s* は、（27）式を満たすような、最適な補償需要量を示し

ている。

　（29）式の条件を、災害補償が存在しない場合の最適化条件である（23）

式と比較することで、

 ＞（1−π）U′（Ie
0 −i **）＋πU′（Ie

1 −i **）U（I e
0−i **）−U（I e

1−i **）
（I e

0−i **）−（I e
1−i **）  （30）

　（30）が成り立つならば、戦災の補償のあるときの防衛投資額は、ない

場合に比べて減少することがわかる。ここで i** は（23）式を満たす、補償

が存在しない場合の最適な投資水準を表している。（29）式の条件が成立す

るか否かは、戦災の発生確率πに依存する。いま、リスク回避的な消費者

U′′＜0 を前提とすると、πが小さいほど、右辺の（1−π）U′（Ie
0 −i **）＋

πU ′（Ie
1 −i **）は小さくなることがわかる。特に発生確率が低い戦災に対

しては、モラル・ハザードが成り立ちうる。

　リスクに応じた補償の原資となる租税付けがなされていない場合には、

よりいっそうモラル・ハザードが生じやすい。いま、租税 t は戦災リスク

とは独立に決定されるとする。防衛投資水準は補償原資のための租税に何

ら影響を及ぼさないことになり、ti＝0 になる。このとき、最適な防衛投

資額と補償需要の間には、（27）式より、次の関係が成り立つ。

 ＝ ×［πi（tU′ 0+U′ 1）+（1−π）tU′′ 0−πU′′ 1］
∂i*
∂s*

1
EU *ii

 （31）
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　ここで、仮定により EU*ii および πi（tU′ 0＋U ′ 1）は負であったから、（1

−π）tU′′ 0−πU′′ 1 ≤0 が成り立つならば、 ＜0 が成り立つ。

　いま、πが十分に小さければ、（1−π）tU′′ 0  の項の影響が支配的になり、

（1−π）tU ′′ 0 −πU′′ 1＜0 となる。したがって、発災確率が低い戦災に対して

は、補償需要 s* が高まるにつれて、防衛投資 i* は抑制されることになり、

モラル・ハザードが生じやすい。一方、この場合には租税が十分高い場合

にも、（1−π）tU′′ 0 −πU′′ 1＜0 となる。いま、補償＝租税から、下限は tf＝

 である。したがって、（1−π）tU′′ 0 −πU′′ 1  の符号が負になるための十

分条件は

 （1−π）tU′′ 0−πU′′ 1＜（1−π）tfU′′ 0−πU′′ 1＝π（U′′ 0− U′′ 1）＜0 （32）

　（U′′ 0−U ′′ 1）＜0 が成立するための条件として、リスクに対する慎重度を

検討する。一般に、効用関数の 3 次の導関数を 2 次の導関数で除した

−  は、リスクに対する絶対的慎重度の指標（もしくはプルーデンス係

数）と呼ばれる。いま、絶対的慎重度が 0 以下であるようなケースについ

ては、（U′′ 0−U′′ 1）＜0 が成立する。この場合にも、補償需要 s* が大きいほ

ど、防衛投資が減少するという、モラル・ハザードが生じることになる。

4 ．検討課題

　以上の理論的な分析からは、消費者の補償需要と防衛投資に関して、い

くつかの実証的に検証可能な仮説が導かれる。

　まず、補償需要に関しては、

① 税率の低下は、消費者の補償に対するインセンティブを高める影響を持

つ。

② 発災リスクが消費者の補償需要に与える影響は、租税設定に依存し、リ

スクに応じた価格付けがなされている場合には、補償需要は災害リスク

とは独立に決定される。

∂i*
∂s*

π
1−π

U′′′
U ′′ 
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③ 予想される被害の大きさを一定に保つような所得の上昇が補償需要に与

える影響は、消費者のリスクに対する態度に応じて変化する。

　一方、被害の発生確率を抑制する防衛投資に関して

① 防災対策への補助金給付は、投資水準を引き上げる影響を持つ。

② 消費者による補償積立は、発生頻度の低い戦災に対する防衛投資の水準

を引き下げる（モラル・ハザードの発生）可能性がある。
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